
藤沢市海水浴場ルール 新旧対照表 
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新 旧 

第１条、第２条 （略） 

 

第２章 海水浴場 

 

（海水浴場開設期間） 

第３条 本市内における海水浴場を開設する期間は次のとおりとす

る。 

片瀬東浜海水浴場  ２０２５年７月１日から８月３１日までの

間 

片瀬西浜・鵠沼海水浴場  ２０２５年７月１日から９月７日ま

での間 

辻堂海水浴場  ２０２５年７月１２日から８月３１日までの間 

 

（海水浴場開設時間） 

第４条 本市内における海水浴場を開設する時間は、平日において

は午前９時から午後５時までの間、休日及び盆期間（藤沢市夏期海

岸対策協議会において定める期間をいう。）においては、午前８時か

ら午後５時までの間とする。 

 

 第３章 海の家 

 

（海の家営業時間） 

第１条、第２条 （略） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 第２章 海の家 

 

（営業時間） 
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第５条 本市内における各海水浴場の海の家の営業時間は、次のと

おりとする。 

片瀬東浜海水浴場  午前８時から午後６時まで 

          （売店許可を持っている販売店は午前８時

から午後９時まで） 

片瀬西浜・鵠沼海水浴場  午前８時から午後９時まで 

辻堂海水浴場  午前８時から午後９時まで 

２（略） 

３（略） 

４（略） 

（クラブ化形態の営業） 

第６条 （略） 

（クラブ化の定義） 

第７条 （略） 

（クラブ化禁止の対策） 

第８条 （略） 

（イベントの定義） 

第９条 （略） 

（イベントの実施） 

第 10条 （略） 

（音楽イベントを予定している海の家に対する事前指導等） 

第 11条 （略） 

（騒音対策） 

第３条 本市内における各海水浴場の海の家の営業時間は、次のと

おりとする。 

片瀬東浜海水浴場  午前８時から午後６時まで 

          （売店許可を持っている販売店は午前８時

から午後８時半まで） 

片瀬西浜・鵠沼海水浴場  午前８時から午後９時まで 

辻堂海水浴場  午前８時から午後９時まで 

２（略） 

３（略） 

４（略） 

（クラブ化形態の営業） 

第４条 （略） 

（クラブ化の定義） 

第５条 （略） 

（クラブ化禁止の対策） 

第６条 （略） 

（イベントの定義） 

第７条 （略） 

（イベントの実施） 

第８条 （略） 

（音楽イベントを予定している海の家に対する事前指導等） 

第９条 （略） 

（騒音対策） 
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第 12条 （略） 

（反社会的勢力の排除の徹底） 

第 13条 （略） 

（風紀上の対策） 

第 14条 （略） 

（ゴミの処理及び清掃） 

第 15条 （略） 

（適切な排水等の処理） 

第 16条 （略） 

（災害・荒天時の対応） 

第 17条 海の家は、地震等の災害発生に備え、「藤沢市津波

避難計画」を備え置き、従業員に避難誘導手段の周知徹底を

図るとともに、「津波ハザードマップ」を海の家において利

用者が認識しやすい場所に掲示する。 

２ 避難場所や避難誘導の手順等について、海水浴場設置

者、監視員及びライフセーバー等の関係者との連携を図る。 

３ 海の家は、台風等の荒天時に備え、安全対策に万全を期

すとともに、海の家に係る廃棄物が発生した場合は関係機関

と連携を図り、迅速かつ適正に処理する。 

４ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、状況に応

じて避難等の防災対応を準備又は開始することとし、海の家

利用者の安全の確保を図るため必要な措置を講ずるととも

に利用者に対して注意喚起又は避難誘導することとする。 

第 10条 （略） 

（反社会的勢力の排除の徹底） 

第 11条 （略） 

（風紀上の対策） 

第 12条 （略） 

（ゴミの処理及び清掃） 

第 13条 （略） 

（適切な排水等の処理） 

第 14条 （略） 

（災害・荒天時の対応） 

第 15条 海の家は、地震等の災害発生に備え、「藤沢市津波

避難計画」を備え置き、従業員に避難誘導手段の周知徹底を

図るとともに、「津波避難路一覧図」を海の家において利用

者が認識しやすい場所に掲示する。 

２ 避難場所や避難誘導の手順等について、海水浴場設置

者、監視員及びライフセーバー等の関係者との連携を図る。 

３ 海の家は、台風等の荒天時に備え、安全対策に万全を期

すとともに、海の家に係る廃棄物が発生した場合は関係機関

と連携を図り、迅速かつ適正に処理する。 

（新設） 
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（苦情対応等） 

第 18条 （略） 

（占用許可区域以外の土地利用） 

第 19条 （略） 

（原状回復の徹底） 

第 20条 （略） 

（海の家の建築・撤去時の注意） 

第 21条 （略） 

（関係法令等の遵守） 

第 22条 （略） 

 

 第４章 海水浴場利用者 

 

（飲酒の制限） 

第 23条 （略） 

（刺青・タトゥーの露出制限） 

第 24条 （略） 

（粗暴な言動の禁止） 

第 25条 （略） 

（音響機器等の使用制限） 

第 26条 （略） 

（焚き火又は火気を使用する調理器具の使用制限） 

第 27条 （略） 

（苦情対応等） 

第 16条 （略） 

（占用許可区域以外の土地利用） 

第 17条 （略） 

（原状回復の徹底） 

第 18条 （略） 

（海の家の建築・撤去時の注意） 

第 19条 （略） 

（関係法令等の遵守） 

第 20条 （略） 

 

第３章 海水浴場利用者 

 

（飲酒の制限） 

第 21条 （略） 

（刺青・タトゥーの露出制限） 

第 22条 （略） 

（粗暴な言動の禁止） 

第 23条 （略） 

（音響機器等の使用制限） 

第 24条 （略） 

（焚き火又は火気を使用する調理器具の使用制限） 

第 25条 （略） 
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（安全対策上の制限） 

第 28条 （略） 

（ゴミ等の放置の禁止） 

第 29条 （略） 

（遊泳区域の制限） 

第 30条 （略） 

（ペットの管理） 

第 31条 海水浴場利用者は、海水浴場開設時間において、

海水浴場に補助犬以外の犬等ペット（以下、「ペット」とい

う。）を持ち込んではならない。 

 

２ 海水浴場利用者は海水浴場開設時間において、海にペッ

トを入水させてはならない。 

 

３ 海水浴場利用者は海の家営業時間において、海の家にペ

ットを持ち込んではならない。 

４ ただし、第１項及び第３項において、あらかじめペット

を持ち込もうとする海水浴場の開設者が認める場合は、この

限りではない。 

 

第５章 ルールの遵守 

 

 

（安全対策上の制限） 

第 26条 （略） 

（ゴミ等の放置の禁止） 

第 27条 （略） 

（遊泳区域の制限） 

第 28条 （略） 

（ペットの管理） 

第 29条 海水浴場利用者は、海水浴場開設時間中、海水浴

場内における海の家に補助犬以外の犬等ペット（以下、「ペ

ット」という。）を持ち込んではならない。また、海水浴場

営業時間内において海へのペットの入水は禁止とする。 

２ 海水浴場内において前項に定めた以外のエリアについ

ては、各海水浴場開設者が認めた場合を除き、開設時間には

ペットを持ち込んではならない。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

第４章 ルールの遵守 
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（パトロールの実施等） 

第 32条 （略） 

（ルール遵守の依頼） 

第 33条 （略）  

 第６章 雑則 

（感染症等の感染防止対策） 

第 34条 （略） 

（その他） 

第 35条 （略） 

 

附 則 

 このルールは、令和 7年 5月 27日から施行する。 

（パトロールの実施等） 

第 30条 （略） 

（ルール遵守の依頼） 

第 31条 （略）  

 第５章 雑則 

（感染症等の感染防止対策） 

第 32条 （略） 

（その他） 

第 33条 （略） 

 

（新設） 

 

 


